
目

次

規

則

○
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqq（
税

務

課
）
…
一

○
青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
建
築
住
宅
課
）
…
一

○
青
森
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqq（

同

）
…
二

告

示

○
青
森
県
建
設
工
事
請
負
標
準
契
約
約
款
の
一
部
を
改
正
す
る
契
約
約

款
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
財
務
指
導
課
）
…
二

公

告

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
二

選
挙
管
理
委
員
会

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
の
で
き
る
施
設
の
指
定
の
一
部
改

正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
三

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の

数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万

に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数

が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）（

同

）
…
三

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
qqq（

同

）
…
四

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
（

同

）
…
五

規

則

青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
九
号

青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
五
月
青
森
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
四
第
一
項
中
「
運
転
免
許
証
（
」
を
「
運
転
免
許
証
等
（
」
に
、
「
運
転
免
許
証
を

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
「
運
転
免
許
証
等
を
い
う
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中

「
運
転
免
許
証
」
を
「
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
運
転
免
許
証
又
は
道
路
交
通
法
（
昭
和

三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
免
許
情
報
記
録
」
に
改

め
、
「
、
交
付
年
月
日
」
を
削
る
。

第
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
」
を
削
り
、
「
及
び
第
五
項
に

お
い
て
「
運
転
免
許
証
」
を
「
に
お
い
て
「
運
転
免
許
証
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
者
の
同
法
第
九

十
五
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
第
五
項
に
お
い
て
「
運
転
免

許
証
等
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
運
転
免
許
証
」
の
下
に
「
又
は
道
路
交
通
法
第
九
十
五
条
の

二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
免
許
情
報
記
録
」
を
加
え
、
「
、
交
付
年
月
日
」
を
削
り
、
同
条
第

五
項
中
「
運
転
免
許
証
」
を
「
運
転
免
許
証
等
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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青
森
県
報

第
八
百
九
十
一
号

令
和
七
年三

月
二
十
一
日

（
金
曜
日
）



令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
十
号

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
二
月
青
森
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
二
野
木
和
団
地
の
項
中
「
千
九
百
円
」
を
「
千
八
百
円
」
に
、
「
千
八
百
円
」
を
「
千
七

百
円
」
に
改
め
、
同
表
幸
畑
団
地
の
項
中
「
千
七
百
円
」
を
「
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
表
戸
山
団

地
の
項
中

「

を
」

駐
車
区
画
Ｇ

千
七
百
円

「

に
改
め
、
同
表
城
東
団
地
の
項

」

駐
車
区
画
Ｇ

千
六
百
円

中
「
二
千
円
」
を
「
二
千
百
円
」
に
改
め
、
同
表
宮
園
団
地
の
項
及
び
宮
園
第
三
団
地
の
項
中
「
二

千
百
円
」
を
「
二
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
表
茂
森
団
地
の
項
中
「
千
七
百
円
」
を
「
千
六
百
円
」

に
改
め
、
同
表
松
島
団
地
の
項
中
「
千
四
百
円
」
を
「
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
表
桜
町
団
地
の
項

中
「
二
千
円
」
を
「
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
表
中
央
団
地
の
項
中
「
千
七
百
円
」
を
「
千
六
百

円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
十
一
号

青
森
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
規
則
（
平
成
九
年
七
月
青
森
県
規
則
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
中
央
団
地
の
項
中
「
千
七
百
円
」
を
「
千
六
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
百
五
十
九
号

青
森
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ

り
、
青
森
県
建
設
工
事
請
負
標
準
契
約
約
款
の
一
部
を
改
正
す
る
契
約
約
款
を
次
の
と
お
り
定
め

る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
建
設
工
事
請
負
標
準
契
約
約
款
の
一
部
を
改
正
す
る
契
約
約
款

青
森
県
建
設
工
事
請
負
標
準
契
約
約
款
（
平
成
３
１
年
３
月
青
森
県
告
示
第
２
２
１
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
１
０
条
第
１
項
第
２
号
中
「
同
条
第
３
項
た
だ
し
書
」
を
「
同
条
第
３
項
第
２
号
」
に
改
め

る
。
附
則

こ
の
契
約
約
款
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
認
可
し
た
の
で
、
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同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
九
号

平
成
八
年
十
月
四
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
八
号
（
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る

こ
と
の
で
き
る
施
設
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治

表
中

「

を
」

つ
が
る
市
柏
ふ
る
さ
と
交
流
セ
ン
タ
ー

〃

柏
広
須
松
元
一
○
二
の
一

つ
が
る
市
稲
垣
体
育
館

〃

稲
垣
町
豊
川
宮
川
三
一
の
一

「

に
改
め
る
。

」

つ
が
る
市
柏
ふ
る
さ
と
交
流
セ
ン
タ
ー

〃

柏
広
須
松
元
一
○
二
の
一

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
号

令
和
七
年
三
月
三
日
現
在
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分

の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る

数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
）
を
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
五

項
並
び
に
こ
れ
を
準
用
す
る
同
法
第
七
十
五
条
第
六
項
、
第
七
十
六
条
第
四
項
、
第
八
十
条
第
四

項
、
第
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
八
十
六
条
第
四
項
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。
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賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

坂
本

繁
喜

青
森
市

青
森
市
大
字
大
野
字
前
田
一
三
二

鎌
田

義
樹

青
森
市

青
森
市
浪
岡
大
字
女
鹿
沢
字
稲
本
一
二
九
ほ

か
一
筆

株
式
会
社
マ
イ
ン
ズ

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

南
津
軽
郡
田
舎
館
村

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
徳
下
字
一
本
木
一
三

四

株
式
会
社
マ
イ
ン
ズ

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

南
津
軽
郡
田
舎
館
村

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
徳
下
字
一
本
木
一
三

三

川
口

悟

南
津
軽
郡
藤
崎
町

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
徳
下
字
中
前
田
三
三

伊
藤

公
昭

南
津
軽
郡
藤
崎
町

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
徳
下
字
一
本
木
一
五

四

福
原

和
人

南
津
軽
郡
藤
崎
町

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
徳
下
字
滝
本
一
一
六

株
式
会
社
マ
イ
ン
ズ

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

南
津
軽
郡
田
舎
館
村

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
東
光
寺
字
高
田
六

の
一

奈
良

竜
之

つ
が
る
市

つ
が
る
市
森
田
町
山
田
千
歳
五
九
の
一
ほ
か

七
筆

奈
良

竜
之

つ
が
る
市

つ
が
る
市
森
田
町
山
田
稲
村
五
八

奈
良

竜
之

つ
が
る
市

つ
が
る
市
森
田
町
山
田
稲
村
四
二

奈
良

竜
之

つ
が
る
市

つ
が
る
市
森
田
町
山
田
稲
村
九
○

奈
良

竜
之

つ
が
る
市

つ
が
る
市
森
田
町
山
田
稲
村
二
二
の
一
ほ
か

五
筆



令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治

一

県
議
会
議
員
及
び
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

二
〇
、
六
三
六

人

二

県
議
会
議
員
及
び
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

二
二
八
、
九
七
五

人

三

県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

東
津
軽
郡
選
挙
区

五
、
八
〇
八

人

西
津
軽
郡
選
挙
区

四
、
六
七
七

人

南
津
軽
郡
選
挙
区

六
、
一
八
九

人

北
津
軽
郡
選
挙
区

六
、
九
八
三

人

上
北
郡
選
挙
区

二
六
、
〇
〇
三

人

三
戸
郡
選
挙
区

一
七
、
六
五
二

人

青
森
市
選
挙
区

七
六
、
四
四
七

人

弘
前
市
選
挙
区

四
六
、
五
七
七

人

八
戸
市
選
挙
区

六
一
、
六
一
一

人

黒
石
市
選
挙
区

八
、
八
六
八

人

五
所
川
原
市
選
挙
区

一
七
、
五
三
二

人

十
和
田
市
選
挙
区

一
六
、
五
六
四

人

三
沢
市
選
挙
区

一
〇
、
四
三
七

人

む
つ
市
選
挙
区

一
九
、
一
〇
〇

人

つ
が
る
市
選
挙
区

八
、
五
二
六

人

平
川
市
選
挙
区

一
〇
、
九
六
四

人

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治

政
党
の
支
部

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
政
党
の
支
部

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治

政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体
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政
治
団
体

の
名
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事

務
所
の
所

在
地

公
職
の

種

類

（
第
一
号
）

一
以
上
の

市
町
村
等

の
区
域
を

単
位
と
し

て
設
け
ら

れ
る
支
部

届

出

年
月
日

立
憲
民
主

党
青
森
県

参
議
院
選

挙
区
第
２

総
支
部

福
士

珠
美

竹
原

敬
裕

青
森
市
安

方
二
丁
目

五
の
一
〇

参
議
院

議
員

○

令
和七･
二･二五

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

自
由
民
主
党
弘
前
市

支
部
（
菊
池

勲
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
駅
前

町
一
五
の
七

弘
前
市
大
字
徳
田

町
三
六
の
二

令
和七･
一･二六

代

表

者

菊
池

勲

谷
川

政
人

七･
一･
一

会
計
責
任
者

奈
良

哲
史

鈴
木

直
子

七･
一･二六

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日



青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に

よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治
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久
慈
聡
後
援
会

（
堀
内

と
も
）

会
計
責
任
者

中
里

麻
乃

松
尾

し
け

令
和六･一二･
一

さ
と
う
武
後
援
会

（
野
坂

孝
雄
）

代

表

者

野
坂

孝
雄

向
井

宏
治

七･
一･二六

会
計
責
任
者

本
江

る
み
子

柳
谷

睦
夫

青
森
県
木
材
産
業
政

治
連
盟

（
島

英
樹
）

代

表

者

島

英
樹

齋
藤

渉

六･
五･二一

阿
部
広
悦
後
援
会

（
鈴
木

孝
雄
）

会
計
責
任
者

木
村

奈
津
美

福
井

優
子

七･
二･二一

下
北
交
通
政
策
研
究

会（
工
藤

敏
幸
）

代

表

者

工
藤

敏
幸

川
上

誠

七･
二･二二

佐
藤
あ
き
ひ
ろ
後
援

会（
佐
藤

陽
大
）

会
計
責
任
者

吉
田

敏
宏

沢
口

賢
一

七･
二･二五

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

は
ち
の
へ
市
民
政
策
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

三
浦

博
司

令
和
六･一二･二九

正
友
会

山
内

正
孝

六･一二･三一

西
﨑
修
治
後
援
会

西
﨑

昭
一

六･一二･二五

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

資
金
管
理
団
体
で

な
く
な
っ
た
年
月
日

三
浦

博
司

は
ち
の
へ
市
民
政
策
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

令
和
六･一二･二九

山
内

正
孝

正
友
会

六･
一二･三一
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
八
円
九
十
銭


